
 

姫路市工事成績条件付一般競争入札試行要綱  

 

平成３０年  ６月２７日    

最終改正  令和  ５年  ６月２９日  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、優良な工事を施工する業者の受注機会を拡大し、工

事の適正な履行及び品質の確保を図ることを目的とする工事成績条件付

一般競争入札を試行するに当たり、姫路市制限付一般競争入札実施要綱

（平成６年４月１日制定。以下「制限付入札実施要綱」という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

 

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

⑴  制限付入札  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６

７条の５の２の規定により市長が一般競争入札に参加する者の必要な

資格を定め、当該資格を有する者により行う当該一般競争入札をい

う。  

⑵  市内業者  姫路市契約事務取扱要綱（昭和６２年６月２０日制定）

第５条に規定する市内業者をいう。  

⑶  共同企業体  姫路市建設工事の共同企業体取扱要綱（昭和５９年１

０月２５日制定）の規定に基づき結成した共同企業体をいう。  

⑷  工事成績  姫路市検査事務処理要綱（平成２９年１２月２７日制

定。）第９条又は姫路市上下水道局検査事務処理要綱（令和４年４月

１日制定）第８条の規定により工事ごとに評定した評定点合計をい

う。  

 

（実施対象工事）  

第３条  工事成績条件付入札を実施すべき工事は、予定価格が３千万円以

上の土木工事に係る制限付入札（市内業者以外の者又は共同企業体に入

札参加資格を認めるものを除く。）のうち、姫路市建設工事入札参加者

審査委員会（以下「審査委員会」という。）の審議を経て、市長が決定

するものとする。  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工事（以下「適用外工

事」という。）に係る制限付入札については、工事成績条件付入札を実

施しないものとする。  

⑴  単価で契約する工事  

⑵  発掘調査工事  



 

⑶  ＰＣ橋梁工事、フェンス工事、交通安全工事、海洋土木工事、管更

生工事その他特殊な工法により施工する工事  

⑷  前３号に掲げるもののほか、特に適用を除外する必要があると認め

る工事  

 

（評価対象工事）  

第４条  工事成績条件付入札に係る評価の対象とする工事は、次に掲げる

土木工事（適用外工事を除くものとし、共同企業体が施工した工事であ

る場合は、出資比率が２０パーセント以上の構成員として施工したもの

に限る。）のうち、当該工事の完成時における契約金額が５００万円以

上で、かつ、姫路市検査事務処理要綱第１０条又は姫路市上下水道局検

査事務処理要綱第９条の規定による工事成績評定結果の通知を受けたも

のとする。  

⑴  水道事業に係る土木工事のうち、令和４年４月１日以後に発注した

もの  

⑵  水道事業以外の事業に係る土木工事のうち、平成２９年４月１日以

後に発注したもの  

 

（入札参加資格）  

第５条  工事成績条件付入札に参加する者に必要な資格は、制限付入札実

施要綱第４条第１項に定めるもののほか、次に掲げる資格のいずれかと

する。  

 ⑴  姫路市優秀工事表彰要綱（平成２９年１２月２７日制定）の規定に

よる優秀工事の表彰（工事成績条件付入札の公告をした日が属する年

度以前３年度内（当該公告をした日が４月１日から６月３０日までの

間である場合は、公告をした日が属する年度の前年度以前３年度内）

に受けた評価対象工事に係る表彰に限る。）を受けていること。  

⑵  基準工事成績（工事成績条件付入札の公告をした日が属する年度の

前年度又は前々年度（当該公告をした日が４月１日から６月３０日ま

での間である場合は、公告した日が属する年度の前々年度又は前々々

年度）に完成した評価対象工事（以下「基準評価対象工事」とい

う。）に係る工事成績の中で最も高い点数と次に高い点数の２件を平

均した点数（基準評価対象工事が１件の場合は、その工事成績の点

数）をいう。）が７８点以上であること。  

２  前項各号に掲げる資格は、次の各号のいずれにも該当しない場合にの

み、当該資格を有するものとする。  

 ⑴  基準評価対象工事に６３点以下の工事成績がある者  

 ⑵  姫路市登録業者指名停止等措置要綱（昭和６２年６月２５日制定）



 

の規定による指名停止を受けた者のうち、指名停止の期間の満了後、

当該期間と同じくする期間を経過していない者  

⑶  姫路市入札参加資格制限基準（平成２５年３月２５日制定）に該当

した者のうち、入札に参加させない期間の満了後、当該期間と同じく

する期間を経過していない者  

３  第１項の必要な資格については、審査委員会の審議を経て、市長が工

事ごとに定めるものとする。  

附  則  

この要綱は、平成３０年７月１日から施行し、平成３０年７月１日以降

に公告する入札から適用する。  

附  則（令和元年６月２１日改正）  

この要綱は、令和元年７月１日から施行する。  

 附  則（令和２年６月２９日改正）  

この要綱は、令和２年７月１日から施行する。  

附  則（令和３年６月３０日改正）  

この要綱は、令和３年７月１日から施行する。  

附  則（令和４年３月２５日改正）  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の第４条の規定は、この要綱の施行の日以後に発注する土

木工事について適用し、同日前に発注する土木工事については、なお従前の例によ

る。 

附  則（令和５年６月２９日改正）  

この要綱は、令和５年７月１日から施行する。  

 


